
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ページは資料２新旧対照表の頁番号です。 

２．災害対策基本法の改正をふまえた修正 

（３）広域避難に関する事項【一般災害編 第２章 第１２節 避難計画】52P 

〇災害発生時及び発生するおそれがある段階での広域避難の実施のための自治体間の協議について記載 

・区域外への広域的な避難が必要な場合は、県内他市町村への受入れについては当該市町村に直接協議し、他都道府県の市町村への受

入れについては県に対し当該他都道府県との協議を求めること等ができる旨を記載。 

 

（１）避難情報の見直し 

【一般災害編 第２章 第１２節 避難計画】46P 

〇避難勧告・避難指示を一本化し、従来の勧告段階から避難指示を行

う等、避難情報のあり方を包括的に見直し 

警戒 

レベル 
新たな避難情報等  これまでの避難情報等 

５ 緊急安全確保  災害発生情報 

４ 避難指示  
・避難指示（緊急） 

・避難勧告 

３ 高齢者等避難  避難準備・高齢者等避難開始 

２ 
大雨・洪水・高潮注意報 

（気象庁） 
 

大雨・洪水・高潮注意報 

（気象庁） 

１ 
早期注意情報 

（気象庁） 
 

早期注意情報 

（気象庁） 

 

令和３年度富士吉田市地域防災計画修正の概要 

（２）個別避難計画の作成 

【一般災害編 第２章 第１３節 要配慮者対策計画】57P 

〇個別避難計画の作成について 

・市は、関係部局の連携の下、福祉専門職、社会福祉協議

会、民生委員、地域住民等の避難支援等に携わる関係

者と連携して避難行動要支援者ごとに個別避難計画の

作成に努める旨記載。 

・要支援者の状況変化やハザードマップ見直しの反映等、

必要に応じて更新するとともに、庁舎被災時も活用で

きるよう、適切な管理に努める旨記載。 

・個別避難計画が作成されている避難行動要支援者の居住

する地区において、地区防災計画が定められている場

合は地域全体の避難が円滑に行われるよう、両計画の

整理を行い、整合性が図られるようにする旨を記載。 

 

資料１ 

１．富士吉田市防災の日 

富士吉田市防災の日の制定【一般災害編 第１章 第２節 防災知識の普及に関する計画】7P 
〇９月第１日曜日を「富士吉田市防災の日」とし市全体で防災について考え行動する日とする。 
防災訓練の充実や基調講演、市民参加型の防災イベントの実施、各家庭での備蓄品やタイムラインの確認、 
事業所による業務継続計画の確認や避難訓練などをとおして市全体で地域防災力を高める取り組みを行う日とする。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ページは資料２新旧対照表の頁番号です。 

（１）富士山ハザードマップの改定 

【富士山火山編 第１章 第５節 】106P 

〇富士山ハザードマップ（改定版）検討委員

会報告書（令和３年３月）では、平成１６

年の富士山ハザードマップ作成以降に明ら

かになった火口に加え、ハザードマップの

対象とすべき富士山の噴火年代が変更にな

った約５６００年前から現在までの実績火

口をもとに、噴火する可能性のある範囲で

ある「想定火口範囲」を再設定した。 

 

※右記の図、実線部分が平成１６年富士山

ハザードマップ想定火口範囲、着色部分が

令和３年改定版富士山ハザードマップ想

定火口範囲となる。 

 

（１）新型コロナウイルス感染症対策 

・感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施する旨を記載。【一般災害編 第１章 第３節 防災訓練に関する計画】8P 

・平常時から、指定避難所の場所、収容人数等について、住民への周知徹底を図る旨を記載。【一般災害編 第２章 第１２節 避難計画】42P 

・災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等も周知することも想定し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努め

る旨を記載。【一般災害編 第２章 第１２節 避難計画】42P 

（２）その他 

〇避難所における女性やこども等の安全への配慮について記載【一般災害編 第２章 第１２節 避難計画】51P 

〇自分は災害に遭わないという思い込み(正常性バイアス)を教える実践的な防災教育の推進について記載 

【一般災害編 第１章 第２節 防災知識の普及に関する計画】6P 

〇福祉避難所の活用による要配慮者の円滑な避難の確保について記載【一般災害編 第２章 第１２節 避難計画】44P 

３．山梨県の地域防災計画修正（令和３年１２月）をふまえた修正 

４．富士山ハザードマップ（改定版）検討委員会報告書（令和３年３月）等をふまえた修正 

 

（２）避難情報の見直し 

【富士山火山編 第１章 第６節 】110P 

〇噴火警戒レベル４について、令和３年５月の災

害対策基本法の改正による市町村が発令する避

難情報の変更に伴い「高齢者等避難」に変更 

噴火警戒 

レベル 
新たな避難情報等  

これまでの 

避難情報等 

５ 避難  避難 

４ 高齢者等避難  避難準備 

３ 入山規制  入山規制 

２ 火口周辺規制  火口周辺規制 

１ 
活火山であることに

留意 
 

活火山であることに

留意 

 


